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1 白河市内において事業を営む中小企業者（会社・個人事業主など）であること。

同一事業を１年以上営んでおり、その経営が健全であること。

市民税（法人市民税または個人市民税）を納入していること。

１年以上 白河市内に居住していること。（個人事業主の場合）

その他、金融機関が定める基準を満たすこと。

※非課税の方は利用できません。

次のすべての条件を満たす方が利用できます。

融資の条件

保証人及び担保 ●原則として法人代表者以外の連帯保証人は　　　

●必要により担保を徴する

不要

資 金 使 途 運転資金・経営合理化に必要な設備資金

融 資 利 率 貸付期間に応じて、次表のとおりとなります。

融資限度額 運転資金：　　　　万円以内

設備資金：　　　　万円以内

1,000
2,000 ※運転資金と併用する場合は、合わせて2,000万円以内とする。

融 資 期 間 　   年以内10 ※据置期間（１年以内）を含む。

返 済 方 法 分割返済 ※ただし、短期資金（１年以内）は一括返済を認める。

信用保証料 通常より低い信用保証料率で信用保証協会からの保証を受けることができます。

さらに、　　　　　　　　　の信用保証料を市が　　　します。補助36か月相当額

融資期間 5年以内 5年超
7年以内 7年超
10年以内

利率 年1.8％以内 年2.0％以内 年2.2％以内

区分 第1区分 第2区分 第3区分 第4区分 第5区分 第6区分 第7区分 第8区分 第9区分

信用保証料率 1.30 1.15 1.00 0.80 0.60 0.55 0.50 0.45 0.35

お申込み先

白河市中小企業経営合理化資金融資制度

白河市内で事業を営む中小企業者の経営基盤の強化に必要な資金の融資を行います。

東邦銀行、常陽銀行、白河信用金庫、大東銀行、福島銀行、福島県商工信用組合

問い合わせ先
　　：0248-21-5910（直通）　　　  ：shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

白河市産業部商工課商工振興係

次の市指定金融機関の窓口でお申し込みください。

2,000万円

運転資金・設備資金

最大

利率

年1.8～2.2％以内
※運転資金の融資限度額は1,000万円

返済期間

10年以内
（据置期間１年以内）※貸付期間による
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